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渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

松　谷　病　院 （天神町） ☎82-0001

渭　南　病　院 （越前町） ☎82-1151

休日当直医

3/03(日)

3/10(日)

3/17(日)

3/24(日)

3/31(日)

4/07(日)

カネニ石油（旭町） 

たけだ石油（元町） 

江口石油（大岐）、福山石油（足摺岬）

久松石油（越前町）

カネニ石油（旭町）

たけだ石油（元町）   

日曜営業ガソリンスタンド

総　数

男

女

出　生

死　亡

転　入

転　出

世帯数

11,902人
5,645人
6,257人
2人
36人
22人
29人

6,853世帯

前月比

－41人
－21人
－20人
－1人
2人
6人
14人

－12世帯

市民の動き 令和6年1月31日現在

お知らせ

3/03(日)

3/10(日)

3/17(日)

3/20(祝)

3/24(日)

3/31(日)

4/07(日)

とさしみず地域電子通貨めじか有効期限内のご利用について
　下記、ポイントの利用有効期限は令和6年3月31日（日）です。令和6年4月1日（月）には失
効しますので有効期限内のご利用をお願いします。
　第1回給付　令和5年8月1日　5,000円分
　第2回給付　令和6年2月1日　3,000円分　　　　　　 詳細は4ページをご覧ください。

「いのちの電話」相談電話 ひとりで悩まないで、こころの苦しみを、お話しください。

あなたがつらいとき、近くにいます。

高知いのちの電話協会
☎ 088－824－6300
毎日9時から21時まで

令和6年1月1日発生の令和6年能登半島地震の被災地復旧・復興を支援するため、石川県
（輪島市・金沢市・七尾市）へ市職員を派遣します。

派遣先

①令和6年2月07日（水）〜2月14日（水）　8日間
②令和6年2月28日（水）〜3月06日（水）　8日間

③令和6年3月19日（火）〜3月26日（火）　8日間

派遣期間 支援活動

住家被害
認定調査

避難所運営

輪島市

金沢市
④令和6年3月25日（月）〜3月28日（木）　4日間 保健師応援派遣七尾市
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令和５年度住民税均等割のみ課税世帯
臨時特別給付金のご案内

　物価高騰に伴い、下記に該当する基準日時点で土佐清水市に住
民登録がある世帯に、低所得世帯支援として１世帯あたり10万
円の給付金を支給します。
（令和6年2月に７万円の給付を受けた方は対象外です）

基準日：令和5年12月1日
支給対象者
●基準日（令和５年12月１日）に土佐清水市に住民票があること
●令和５年度の住民税が「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課
　税者及び非課税者」のみで構成されている世帯であること
●住民税課税者の扶養親族等のみの世帯ではないこと
手続き
　土佐清水市から申請書が届きます。
　内容をご確認いただき、必要事項の記入・受取口座確認書類等
を添付の上、提出してください。
※新たに税の申告などで給付要件を満たすようになった世帯な
　どで、令和6年4月末に手続書類が届かない方は、福祉事務所に
　ご連絡ください。
【発送日】令和6年3月下旬以降
【給付日】令和6年4月下旬以降　※審査完了後、順次給付します。
　都道府県・市区町村や国の職員などをかたった、不審な電話や
郵便があった場合は、市役所や最寄りの警察署（または警察相談
専用電話（＃9110））にご相談ください。

　国民健康保険から、社会保険等の国民健康保険以外の医療保険

に加入される場合には、ご自身で国民健康保険を喪失する手続き

をしなければいけません。

　下記の手続きに必要なものをご持参の上、市民課国保係（①番

窓口）または各市民センターで手続きをお願いします。

【手続きに必要なもの】

・加入した新しい社会保険等の保険証（扶養家族分も含む）、また

　は社会保険等の資格取得証明書

・それまで使っていた国民健康保険の保険証（切り替えた全員分

　も含む）

・窓口に手続きに来る方の本人確認書類（※）

【注意】

・医療保険が変更になったあと国民健康保険の喪失の手続きを

　しない場合は、国民健康保険と社会保険の保険料（税）の二重支

　払いをすることになってしまいます。

・国民健康保険の保険証が使用できるのは社会保険等加入日の

　前日までで、社会保険等の保険証を勤務先からもらった日では

　ありません。

　大学等に進学するため、国内の別の市町村に住所を移した場合、

申請により修学中の特例（マル学）の保険証が交付されます。

　マル学の適用を受けるためには、手続きが必要です。下記の書

類と本人確認書類（※）をご持参の上、市民課国保係（①番窓口）ま

たは各市民センターで手続きをお願いします。

●修学のため市外に住所を移す時（マル学）の届出

・学校へ行くため、他市区町村へ転出する場合

　保険証および合格通知書等入学が確認できる書類

・進級のため、マル学を継続する場合

　保険証および学生証もしくは在学証明書

●卒業によりマル学でなくなった場合

・就職した場合

　会社の社会保険への加入となる場合、資格喪失の届出が必要と

　なります。

・学校を卒業後、市外の居住地で国保に入る場合

　土佐清水市の「国保の資格取得喪失証明書」を送りますので、証

　明書をご持参の上、居住地で国保加入の手続きをお願いします。

※お手続きの際には本人確認書類が必要です。官公署が発行した

　写真付きの身分証明書（運転免許証・マイナンバーカードなど）

　であれば１点、写真の付いていない身分証明書（健康保険証・年

　金手帳など）であれば２点をご持参ください。

【問い合わせ先】市民課国保係　☎ 82-1108

　令和6年2月以降の臨時特別給付金を受給した世帯のうち、18
歳以下の子どもがいる世帯に子ども１人あたり５万円を加算給
付します。

支給対象者
　令和５年度住民税非課税世帯臨時特別給付金（７万円）及び住
民税均等割のみ課税世帯臨時給付金（10万円）を受給した世帯で、
基準日の令和５年12月１日に、給付対象者と同一世帯に子ども
がいる世帯
手続き
　土佐清水市から申請書が届きます。内容をご確認いただき、必要
事項の記入・受取口座確認書類等を添付の上、提出してください。
【発送日】令和6年5月以降
【給付日】※審査完了後、順次給付します。
給付額
　子ども１人当たり　５万円
※平成17年４月2日以降に生まれた子どもが対象です。
※基準日以降に生まれた新生児や別世帯の子どもを扶養してい
　る場合も申請で対象になります。

【問い合わせ先】福祉事務所　☎82-1118

低所得世帯（非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯の
こども加算給付金（対象児童1人あたり５万円）について

チャレンジャー募集!!
「さばいばる中央町チャレンジショップ」出店者募集しています。
　土佐清水市中央町商店街であなたの夢を育ててみませんか？

「チャレンジショップとは？」
　空き店舗の活用や創業者の育成を目的として、実際に営業することで勉強や
経験を積み、将来の新規開業につなげる場を提供しています。
　経営相談・お店のPRなどのサポート体制もあり、初めての方でも大丈夫！

【問い合わせ先】
　中央町商店街振興組合
　さばいばる中央町チャレンジショップ事務局
　〒787-0324　土佐清水市中央町2-4
　TEL：090-1177-3838（土・日・祝を除く10時～17時）
　観光商工課商工係　☎82-1115 土佐清水市ホームページ

物販
・

サービス 飲食

社会保険に加入する予定がある方は、受診前に窓口で相談しましょう。

◆社会保険等加入による
　国民健康保険喪失の届出について

◆国民健康保険のマル学の届出について

2令 和６年 3 月号



①高知県が運営する「高知で恋しよ!!マッチング」会員登録料を
　助成します。
　●対象者（必須要件）
　　・「高知で恋しよ!!マッチング」に登録を行った本人　
　　・土佐清水市の住民基本台帳に記録されている方
　　・土佐清水市税等を滞納していない方など
　●補助金額
　　マッチングシステム会員登録料：10,000円
　　※キャンペーンにより金額が異なる場合は実際に支払った
　　　額の助成。
　　※会員登録証の有効期間開始日から、半年以内に申請があ
　　　ったものに限る。

②市内で新婚生活をはじめられた世帯に住居費及び引越費用を
　支援します。
　●対象者（必須要件）
　　・令和5年3月1日～令和6年3月31日までに婚姻届を提出し
　　・た世帯 
　　・上の期間に土佐清水市内に新たに住居を購入・賃借し、居住
　　・している夫婦 
　　・婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
　　・夫婦いずれもが市税等・高知県税を滞納していないこと 
　　・夫婦の所得（申請時に取得できる最新のもの）の合計額が
　　・500万円未満であること
　　※貸与型奨学金を返済している方は、返済額を所得から控
　　　除し算出
　　・土佐清水市に5年以上定住する意思のある世帯　など
　●補助金額
　　一世帯上限30万円（夫婦とも29歳以下の場合は上限60万円）

申請期限（①②ともに）
　　　　　　　令和6年3月29日（金）まで
必要書類等、詳細は市ホームページに
掲載しています。
【問い合わせ・申請先】企画財政課　☎82-1217

　令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じた
オンラインでの届出が可能になっています。このサービスを利用
する方は、転出にあたり市役所への来庁が原則不要となります。
　署名用電子証明書（6桁以上のパスワード）が有効なマイナン
バーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利
用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯
員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入
　先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
※詳しくはデジタル庁ホームページを
　ご覧ください。

　本籍地が遠くにある方も、戸籍証明書等を最寄りの市区町村の
窓口で取得できるようになります。
　本人の戸籍証明書等だけでなく、夫又は妻（配偶者）、父母・祖父
母など（直系尊属）、子・孫など（直系卑属）の戸籍証明書等も請求
できます。兄弟姉妹の戸籍証明書等は請求できません。

　住民票の住所の異動届（転出届・転入届・転居届など）は、国民健
康保険、国民年金、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手
続です。
　入学・就職・転勤等による引越しで、住所を異動される方は、住
民票の異動の届出をお願いします。

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した特
　例による転出・転入をされる場合は、「転出証明書」の添付は不
　要ですが、転出届・転入届の提出は必要です。

◎土佐清水市内で転居される場合

◎他の市区町村に転出・転入される場合

※転入・転居の届出の際は、「マイナンバーカード（取得されてい
　る方）」、「住民基本台帳カード（取得されている方）」も窓口に持
　参してください。
　また、手続の際には、本人確認書類が必要になりますので、官公
署が発行した写真付の身分証明書（運転免許証など）であれば１
点、写真の付いていない身分証明書（健康保険証・年金手帳など）
であれば２点をご持参ください。

　広域交付によらず、今まで通り郵送請求で戸籍を取り寄せるこ
ともできます。
　一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍附票、戸籍諸証明（独身
証明書、身分証明書等）は広域交付の対象外です。また、本籍地で
はない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合、戸籍証明書等の
添付が原則不要になります。

◎広域交付制度のポイント
○戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口に
　お越しになって請求する必要があります（郵送や代理人によ
　る請求はできません。）。
○窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書（運転免
　許証、マイナンバーカードなど）の提示が必要です。
○コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。

市民課住民年金係からのお知らせ　【問い合わせ先】☎８２－１１０７

マイナポータルからオンラインで
転出届を提出できます。

令和6年3月1日（金）から、戸籍証明書等の
広域交付が始まります。

お引越しの際は、住所の異動手続を忘れずに！

デジタル庁
ホームページ

市役所 市民課
または

各市民センター

【転出前に】
転出届を提出して、「転出証明書」を受け取る。

市役所 市民課
または

各市民センター

【転居した日から14日以内に】
転居届を提出する。

引越先（転入先）の
市区町村

【転入した日から14日以内に】
「転出証明書」を添えて、転入届を提出する。

出会いや結婚を希望する
あなたを応援します！

3 令 和６年 3 月号



土佐清水市在宅医療・介護連携推進事業

第67回 幡多ふれあい医療公開講座マイナンバーカード
交付の休日・夜間窓口開設のおしらせ

「もしも」に備え、これからの人生について大切な人と会議しませんか
は   な

【人生会議とは】
　『人生会議』は、家族や大切な人と思いを共有しながら、本人の

思いを最後まで尊重するための取り組みです。

　人は、いつ何が起きるかわかりません。突然の事故や病気で回

復の見込みがない状態になった時、どうしてほしいのか、元気な

うちに自分の思いや希望を大切な人と話し合っておきましょう。

　日本では、「死」について語ることは「縁起でもない」と避ける

ところがあります。しかし、看取る側がどうしたらよいのか悩ま

ないためにも、大切な人とよく話し合っておきましょう。

　自分が最期まで自分らしく生きるための準備として、『人生会

議』をしてみませんか。

※全国的な数字として、命の危機が迫った状態になると、約7割
　の人が医療やケアなどを自分で決めたり、望みを伝えたりで

　きなくなると言われています！

　「人生会議」を身近なものとしていただくために連載していき

ます。
・チャージ（入金したご自身のお金）については、有効期限
　はありません。令和6年4月1日（月）以降も引き続きご利
　用いただけます。
・「めじかカード」を紛失された方は、市役所観光商工課ま
　たは各市民センターで再発行ができます。

【問い合わせ先】観光商工課　☎82-1115

▶開催日時：３月３日（日）　13時30分～15時30分
▶開催場所：土佐清水市中央公民館
　　　　　：（〒787-0305　高知県土佐清水市天神町11-15）
　　　　　：☎82-2618
▶テーマ・講演内容
　講演１　睡眠について
　　　　　幡多けんみん病院　精神科
　　　　　吉本　康高（よしもと　やすたか）
　講演２　病気のことについて家族で話し合う大切さ
　　　　　幡多けんみん病院　4階副看護長
　　　　　野町　磨意（のまち　まい）
▶参 加 費：無料（どなたでもご参加いただけます）
▶主　　催：高知県立幡多けんみん病院
▶後　　援：四万十市・宿毛市・土佐清水市・黒潮町・大月町・
　　　　　：三原村・幡多福祉保健所・幡多健診センター・
　　　　　：幡多医師会
▶問い合わせ先：高知県立幡多けんみん病院（経営事業課経営企画担当）
　　　　　：☎0880-66-2222（代表）
　　　　　：☎82-1121健康推進課　保健推進係　　　　　
▶そ の 他：感染症の流行状況によっては、開催を中止する場
　　　　　：合があります。開催中止の場合は、幡多けんみん病
　　　　　：院及び市のホームページに掲載しますので、最新
　　　　　：のホームページをご覧いただくか、またはお問い
　　　　　：合わせください。

　マイナンバーカードの交付等のため、休日及び夜間窓口を開設

します。

【休日窓口】※予約は必要ありません

【開 設 日　3月9日（土）・10日（日）・30日（土）・31日（日）

【受付時間　9時～11時30分　　13時～16時

【夜間窓口】※前日までに市民課（82-1107）に予約をした方のみ

【開設日（通年開設）　毎月第２・第４水曜日

※マイナンバーカードの受け取りは、事前に送付したはがきをご

　確認いただき、必要書類をお持ちください。

※マイナンバーカードの交付申請をされる方は、本人確認書類

　（運転免許証など顔写真付きの身分証明書は１点、健康保険証

　など顔写真付きでないものは２点必要です。）をお持ちくださ

　い。

【手続き窓口・問い合わせ先】

【マイナンバーカード交付申請・受け取り・・・市民課 ☎82-1107

【問い合わせ先】

　土佐清水在宅医療多職種連携協議会

　事務局：（特非）ふくしねっとCoCoてらす

　在宅支援相談室　中山

　☎87-9224　携帯電話　070-2803-3840

　E-mail：zaitaku@fukushinet.or.jp

とさしみず地域電子通貨
　　　　　　　Meji-Caめじか

下記ポイントの利用有効期限は　

令和6年3月31日（日）です。 

令和6年4月1日（月）に失効します。

有効期限内のご利用をお願いします

・物価高騰対策事業
　第１回給付　令和5年8月1日　5,000円分
　第２回給付　令和6年2月1日　3,000円分
　※基準日に土佐清水市民である方に給付して
　　います。

・1月末までに得たプレミアムポイント
　チャージ額の3％の上乗せポイント
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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度のご案内
　国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定
期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
　産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したもの
として老齢基礎年金の受給額に反映されます。
●免除期間　
　出産予定日又は出産日が属する月の前月から４か月間（以下
「産前産後期間」といいます。）の国民年金保険料が免除されます。
　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の
３か月前から６か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠８５日（４か月）以上の出産をいいます。
　（死産、流産、早産された方を含みます。）
●届出時期
　出産予定日の６か月前から届出可能ですので、該当する方は速
やかに提出をお願いします。
●添付書類
　・出産前に届出-----母子健康手帳
　・出産後に届出-----原則不要（出産日が市区町村で確認できるため）
　　　　　　　　　 ※ただし、母と出生子が別世帯の場合は、出
　　　　　　　　　 　生証明書など
　　　　　　　　　 　出産日及び親子関係を明らかにする書類
●届出先
　市民課住民年金係・各市民センター
　（住民票のある市町村役場の国民年金担当窓口です）
【問い合わせ先】市民課住民年金係　☎82-1107
　　　　　　　幡多年金事務所　　☎0880-34-1616

じんけん課からのお知らせ　☎８２－１１２４

弁護士無料相談
　家庭や職場・地域などで困っていることや心配ごとがあり
ましたら、一人で悩まずにご相談ください。

■時　　間：10 時～ 12 時　※1 人 30 分以内です。
■開催場所：中央公民館２階会議室  
■同じ内容の相談は１回限りです。また、担当弁護士が既に相手方
　の相談を受けている場合は、相談を受けることができません。

次回相談日
4 月 11 日（木）

予約受付開始日
3 月 11 日（月）

偶数月
第２木曜日

事前予約が
必要です

身近な11の人権課題について(第21回）

多重債務でお悩みの方に

～高齢者の人権～
　本市が取り組む身近な人権課題のひとつが「高齢者」の人権

です。

　日本人の平均寿命は男性８１歳、女性８７歳となっており、

これからさらに延びるだろうといわれています。

　それに伴い、様々な問題が起こっています。高齢者の虐待や

孤立、高齢者を狙った悪質商法などの例は後を絶ちません。

　虐待を例に取ると、その多くは認知症の方、支援・介護が必要

な方で、介護をする側の様々なストレスや負担の重さが引き金

となり、虐待につながる要因となっています。

　また、配偶者の死亡等、環境や生活の変化により、話す人がい

なかったり、近所づきあいがなく、困ったときに頼る人がいな

いことなどにより悪質商法や犯罪に巻き込まれるといったこ

とも報道されています。

　幸い本市では、地域の強いつながりがありますから、その“強

み”を生かした声かけや見守りがこれらの被害の抑止力になっ

ていると思われます。

　この他の対策としては、下記の取り組みが示されています。

　これらに従って、高齢者の方と頻繁な接触機会を持つことで、

それぞれが抱える問題を発見し、適切な相談機関との連携をは

かり、一人ひとりにあった支援を行っていくことが強く求めら

れています。

　四国財務局には、借金を抱え悩んでおられる方々のための「相

談窓口」がございます。一人で悩まず、ご相談ください。必要に応

じて、弁護士・司法書士などの法律専門家への引き継ぎも行って

おります。

　相談方法：相談は無料です。下記連絡先までお電話ください。

　連 絡 先：四国財務局　多重債務者相談窓口

　　　　　 TEL：０８７－８１１－７８０１（直通）

　　　　　 住 所：高松市サンポート３番３３号

　　　　　 　　  高松サンポート合同庁舎（南館）

　受付時間：月曜日～金曜日（祝日及び12/29～1/3を除く）

　　　　　 ９時～１２時、１３時～１７時

〇高齢者に対する理解や認識を深める教育・啓発の推進

〇地域支援事業等を推進し、生きがいづくり、地域での支え

　合いの推進

〇高齢者虐待・認知症に関する相談・支援体制の充実

〇社会参加活動の促進と就労機会の拡大

相談は無料で秘密は厳守されます。安心してご相談ください。
　日時：３月１４日（木）　１０時～1２時、１３時～１５時
　場所：市役所２階　第３会議室
【問い合わせ先】総務課広聴広報係　☎８２－１１３４

行政相談・人権相談のお知らせ

１日本年金機構幡多年金事務所による出張年金相談（※要予約）
　【3月の年金相談】日時：3月12日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）
　【4月の年金相談】日時：4月19日（火）９時３０分～１５時（昼休みを除く）

　※年金相談は毎月第２火曜日です。
　○場所：土佐清水市役所
　○相談当日の窓口：市民課住民年金係
　☆予約申込は、幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】へ
　　　　　　　　　　　　　　　  音声案内　１ ⇒ ２
　お待たせ時間を短縮するために、事前予約受付にしています。
　※当日の窓口受け付けはできません。
　【年金相談に必要なもの】
　  ①年金手帳や年金証書
　  ②定期便の相談であれば、送られてきた書類一式
　  ③代理の場合は年金相談専用の委任状（家族であっても必要
　 　です）が当日必要となります。専用の様式は幡多年金事務
　 　所または市役所市民課にありますので、事前にご準備くださ
　 　い。また、代理人の本人確認ができるもの（免許証など）が必
　 　要です。

２幡多年金事務所（四万十市）での年金相談（※要予約）
　【幡多年金事務所　住所：四万十市中村東町2-4-10】
　☆予約申込は、
　●前日まで　ねんきんダイヤル【０５７０－０５－４８９０】へ
　●当　　日　幡多年金事務所　【０８８０－３４－１６１６】
　　　　　　　　　　　　　　　 音声案内　１ ⇒ ２　
　☆予約相談希望日の１か月前から当日まで受付しています。
　　ご予約の際は、基礎年金番号がわかる年金手帳や年金証書
　　をご準備ください。
　　予約相談の実施時間帯は、
　●月　曜　日　　９時～１８時
　●火～金曜日　　９時～１６時
　●第２土曜日　１０時～１５時

年金相談のお知らせ
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農業委員会事務局からのお知らせ　【問い合わせ先】☎８２－１１１４

　農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期が令和6年7月31日（水）をもって満了となるため、委員候補者を以下のとおり募集し
ます。
◆農業委員の要件 
　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を
適切に行うことができる者
◆農地利用最適化推進委員の要件 
　農業委員会が定める担当区域農地等の利用状況の最適化の推進に熱意と識見を有する者
　（注）農地利用の最適化とは、担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・ 解消、新規参入の促進のことです。
推薦書・応募用紙は農業委員会事務局に備えています。市ホームページからもダウンロードできます。（令和6年2月末以降）

農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集します

項 目 農地利用最適化推進委員農 業 委 員

区 域 の 範 囲通し番号 定 数区 域 名 称

下川口地区

１ 名

１ 名

１ 名

１ 名

１ 名

１ 名

１ 名

１ 名

1

2

貝ノ川郷、貝ノ川浦、大津、鳥渕、鉾ノ平、藤ノ川、下川口郷、下川口浦、木ノ辻、片粕、松山、横峰、歯朶ノ浦

三 崎 地 区

宗呂上、宗呂下、珠々玉、有永、木ノ川、坂井

平ノ段、竜串、爪白、下ノ段、三崎浦

募 集 方 法 個人や法人・団体からの推薦及び一般募集1

受 付 期 間
 ・ 提 出 先

令和6年3月1日(金)～令和6年3月29日(金)(ただし土日祝除く)
8時30分～17時15分(ただし正午から午後1時までの間を除く)
提出先：〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2　土佐清水市農林水産課農業委員会係（農業委員会事務局）

6

(1) 農業委員と農地利用最適化推進委員との兼務はできません。ただし、両方に推薦・ 応募することはできます。
(2) 申込書等の内容は、住所・電話番号・農業所得を除きホームページ等で公表します。
(3) 身分は非常勤の特別職公務員となり、業務には守秘義務が伴います。

任 期 令和6年8月1日～令和9年7月31日（3年間）7

資 格

選任予定日において、次の全てに該当すること
(1) 土佐清水市に住所を有すること（例外あり）
(2) 土佐清水市の職員でないこと
(3) 公租公課に滞納がないこと
(4) 農業委員会等に関する法律第 8 条第 4 項 に該当しないこと
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

4

職 務 農地等の利用の最適化推進に関する事項
その他の農業委員会の所掌に関する事項

区域内の農地利用の最適化推進に関する事項3

会長　33,000 円　委員　18,000 円 委員　18,000 円

選 任 方 法
受付期間中と終了後に推薦及び募集状況を公表し、候
補者の審査を行い市議会の同意を得て市長が任命し
ます。

受付期間中と終了後に推薦および募集状況を公表し、
農業委員会で選出し、委嘱します。9

推 薦 ・ 　
応 募 方 法

所定の様式に推薦者は推薦書を、応募者は応募申込書
を農業委員会事務局に提出して下さい。（郵送可）

所定の様式に推薦者は区域単位で推薦書を、応募者は
区域単位で応募申込書を農業委員会事務局に提出し
て下さい。（郵送可）

5

募 集 人 数 5 名 8 名2

※上記の報酬に加え、農地利用の最適化に係る活動の実績に応じて、国から交付される交付金の範囲内で規則に
　より定められた額（活動に応じて変動）を支給します。

◎農地利用最適化推進委員の担当区域および定員

(1) 農業委員の定数の過半数は、認定農業者（認定農業
(1) 者等に準ずる者含む）でなければならないと定め
(1) られています。
(2) 農業委員会の業務に関して利害関係のない者（農
(1) 業に従事していない者）を含めます。

(1) 土佐清水市を 8 区域に分け各区域に 1 名委嘱し
(1) ます。

3

4

5

6

7

8

斧積、上野、下益野、浜益野

清 水 地 区
加久見、横道、養老、松崎、緑ヶ丘、市街地全域、大浜、中浜、浦尻、厚生町

大岐、以布利、窪津、津呂・大谷、足摺岬、松尾

下ノ加江地区
布郷、布浦、東谷、立石、下浦、船場

小方、市野々、市野瀬、大八、長野、大川内、久百々、鍵掛

そ の 他10

報 酬
（月額）

8
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健康推進課保健推進係からのお知らせ　【問い合わせ先】☎８２－１１２１

「子ども予防接種週間」
３月１日（金）～７日（木）

3月1日（金）から8日（金）は「女性の健康週間」です。

令和5年度　
高齢者肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ

　4月からの入園・入学に備えて、必要な予防接種をすませ、病気

を未然に防ぎましょう。

※特に、麻しん風しん混合予防接種の対象者でまだ接種されてい

　ない方は、期限までに忘れず接種しましょう。

○令和5年度麻しん風しん混合予防接種対象者（白茶色の予診票）

　1期：1歳～2歳未満

　　　 （2歳の誕生日の前日までに接種しましょう）

　2期：年長児

　　　 （令和6年3月31日までに接種しましょう） 

　※予防接種を受ける際には、事前に医療機関へ予約をお願いし

　　ます。

【健診内容】 問診・身体計測・診察・血液検査・尿検査・血圧測定など
特定健診
【対 象 者】 40～74歳の国民健康保険加入者
後期高齢者健診
【対 象 者】 後期高齢者医療加入者
　　　　　 下記に該当される方は対象外です。
　　　　　 病院又は診療所に6か月以上継続して入院している方
　　　　　 介護施設等に入所中の方
　　　　　 同じ年度内に特定健康診査や職場での健康診査を既
　　　　　 に受診している方
【受診方法】 直接病院にお申し込みした後、健診当日は、被保険者
　　　　　 証・受診券・問診票を持っていきましょう。
　　　　　 受診券をなくした場合は、上記までご連絡ください。

　下記対象となる方で、過去に自費・公費に
関わらず未接種の方は、令和6年3月31日（日）
までに接種してください。
【対象者】
【次に該当する土佐清水市民で、予防接種を希望する方。
【ただし、過去に自費・公費に関わらず高齢者肺炎球菌感染症予防接種
【を受けた方は対象外です。

②満60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自  
　己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する
　及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほ
　とんど不可能な程度の障害を有する方。  
　（身体障害者手帳１級に該当する方）
※令和5年度に65歳になる方には、4月に予診票を送付しています。
　65歳以外の方で、接種対象となる方は、申請により予診票を交
　付しますので、上記までご連絡ください。
【接種方法】県内の実施医療機関へ接種日時等を確認し、予診票・
　　　　　健康保険証を持参のうえ、接種を受けてください。
【接種回数】1回
【自己負担金】2,000円（生活保護受給者の方は、自己負担金が免 
　　　　　　除になりますので、接種時に免除証明書を持参して
　　　　　　ください）   

　厚生労働省において、女性が生涯健康でいるために必要な知識

について、女性だけに限らず、家族や職場、周囲の皆さんに学んで

いただき、一人一人の健康づくりや健康支援にお役立ていただけ

ることを願い、女性の健康を支援するための情報提供ホームペー

ジ「女性の健康推進室　ヘルスケアラボ」、スマート・ライフ・プロ

ジェクト内の女性の健康週間に関する特設ホームページが公開

されています。ぜひ、ご活用ください。

＊「女性の健康推進室　ヘルスケアラボ」　http://w-health.jp/

＊スマート・ライフ・プロジェクト内の女性の健康週間に関する

特設ホームページ

https：//ｗｗｗ.smartlife.mhlw.go.jp/

健(検)診
健康ポイント事業

　貯まったポイントに応じて素敵な記念品をプレゼントします!

　ポイントの交換の申請は、令和6年3月18日(月）までとなって

いますので、交換の申請は、お早めにお願いします。

●ポイント交換申請場所
　市役所健康推進課･各市民センター
   平日8時30分～17時15分まで
　(12時～13時を除く) 
　※土･日･祝日はお休みです｡

ポイントと記念品を交換しましょう！
◎３ポイント・・・災害用トイレセット

◎６ポイント・・・Meji-Ca  3,000円分

　　　　　　　  (有効期限は、令和6年12月31日（火）まで）

交換はお済みですか！

2024年度

特定健診・後期高齢者健診
を受けましょう！

病気の早期発見・治療、予防に繋がれば、医療費を削減で
き、あなたの家計を守ることができます。
そして、なによりも健診を受けて、身体の状態をチェッ
クすることで、あなたと家族の健康を守りましょう!!

～受診券の有効期限は3月31日まで～
都合に合わせて受診できる「個別健診（医療機関での受診）」をご利用ください！

医療機関名

渭南病院

松谷病院

82-1151

82-0001

足摺病院

あしずり岬診療所

82-1275

87-9100

かずクリニック 83-0020

電話番号 電話番号 電話番号医療機関名

市外にも受診できる医療機関があります。お問い合わせください。

医療機関名

①令和５年度に各年齢となる方

65歳
70歳
75歳
80歳
85歳
90歳
95歳
100歳

昭和33年4月2日生　～　昭和34年4月1日生
昭和28年4月2日生　～　昭和29年4月1日生
昭和23年4月2日生　～　昭和24年4月1日生
昭和18年4月2日生　～　昭和19年4月1日生
昭和13年4月2日生　～　昭和14年4月1日生
昭和18年4月2日生　～　昭和19年4月1日生
昭和13年4月2日生　～　昭和14年4月1日生
大正12年4月2日生　～　大正13年4月1日生

9,000円相当
が無料！
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令和５年消防白書令和５年消防白書令和５年消防白書
１　火災について

　令和５年中に本市で発生した火災件数は３件となっており、前年比１件減となりました。

　原因別では、飛び火、放火などが原因となっています。

　全国的には、たばこ、たき火、コンロが出火原因の上位となっており、ちょっとした不注意から火災となりました。

火を使う時には、その場から絶対離れないようにすることを心掛けてください。

　なお、たき火は「野焼き」行為であり、法律で禁止（例外あり）されています。特に住宅街で行う場合には家に煙が入っ

てくる、洗濯物に臭いがつく等の苦情が多く、周辺に多大な迷惑を及ぼしています。家庭ごみは絶対に焼却はせず、な

かでもプラスチックやビニール類は指定された処理をお願いします。

２　救急について

　令和５年中における救急出動件数は998件（前年896件）で、102件の増、搬送人員は955人（前年860人）で95人の増

となっている。出動件数および搬送人員ともに過去最高を記録した。（平成23年　915件、894人）

　事故種別による出動件数では、急病が672件（前566件）と最も多く、一般負傷161件（前年169件）、交通事故37件（前

年39件）、その他128件（前年122件）となりました。

　事故種別による搬送人員は、急病638人（前年540人）、一般負傷156人（前年165人）、交通事故36人（前年36人）、そ

の他125人（前年119人）となっている。搬送人員に対する高齢者（65歳以上）の割合は80.7％(前年82.1%)で高齢者救

急が顕著となりました。（高齢者（65歳以上）搬送人員771人）÷（総搬送人員955人）×100　＝　80.7％

　管外搬送人員は349人（前年311人）となっており、そのうちドクターヘリによる搬送人員については、10人（前年

14人）で内訳は、急病4人、一般負傷0人、交通事故3人、労働災害1人、転院搬送2人となりました。

種　別

建物火災

林野火災

車両火災

その他火災

計

件　数

３件

０件

０件

０件

３件

前年比

△１件

　０件

　０件

△１件

△２件

損害額

6,480千円

－

－

－

6,480千円

前年額

1,004千円

－

－

－

1,004千円

種　別

急　病

一般負傷

交通事故

その他

計

出動件数

672

161

37

128

998

前年比

106

△8

△2

6

102

搬送人員

638

156

36

125

955

前年比

98 

△9

0

6

95
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市民課環境室からのお知らせ　【問い合わせ先】☎８２－１２１４

　「ゼロカーボンシティへのみちしるべ」

では、CO2実質排出量ゼロへの道しるべ

となる情報をお届けしています。

　第12回となる今回は、デコ活について

ご案内します。

　デコ活とは「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民

運動」の愛称であり、令和5年に作られた、二酸化炭素（CO2）を減

らす（DE）脱炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）

を含む"デコ"と活動・生活を組み合わせた新しい言葉です。

　2050年カーボンニュートラルの実現には自治体、企業だけで

なく、家庭や暮らしの分野でのCO2排出量削減が求められます。

「太陽光発電設備などの再生可能エネルギーを導入する」「LED

ライトや省エネ家電などの環境にやさしいものを選ぶ」といった

大きなものから、「食品ロスを無くす」「クールビズ・ウォームビズ

に取り組む」「ごみの量を減らし、正しい分別とリサイクルを心掛

ける」など、日々の暮らしにおける細かな行動も大切になります。

　自分のデコ活を発信し、他の誰かにも実践を呼び掛けて後押し

することも大切です。SNSなどで発信する他、家族や友人と身近

な暮らしの中における活動を共有し、少しずつゼロカーボンシテ

ィ実現へ向けた動きを加速させていきましょう。

ゼロカーボンシティへのみちしるべ ⑫ 犬の登録方法が変わります

ＴＮＲ活動にご理解とご協力をお願いします
ＴＮＲ活動について
　ＴＮＲ活動とは、野良猫を捕まえて（Trap）、不妊去勢手術を行
い（Neuter）、元の場所に戻す（Return）活動です。
　猫は繁殖力の強い生き物です。野良猫を放置しておけば、年に
2～4回出産し一度に4～8匹の子猫を産みます。土佐清水市では
ＴＮＲを実施している団体である『のらねこゼロプロジェクト
土佐清水市猫とおばちゃん』を支援しています。
令和４年度ＴＮＲ実績：166頭

ＴＮＲ活動に興味がある方へ
　現在、TNR活動に尽力されているボランティアの方の高齢化
が進んでおり、捕獲のために行う餌付けや、猫の管理に係る人手
が不足しているだけでなく餌代の高騰により、ボランティアの
方への経済的負担も大きくなっています。
　猫を捕獲し不妊去勢手術を受けさせるために、餌付けは必要
不可欠です。また、手術後にも、猫の管理やごみを漁ることを防
止するために、餌やりを継続する必要があります。

　TNR活動に興味があり、飼い主のいない猫の餌やりにご協力
いただける方や、猫の餌（市販のドライフードに限る）を寄付し
ていただける方は市民課環境室までご連絡ください。

　令和６年４月１日から、土佐清水市でも犬のマイクロチップ

制度を活用できるようになります。そのため、マイクロチップを

装着した犬に関して、登録に係る手続きを「環境省データベー

ス」上にて行っていただくようになります。

・マイクロチップを装着した犬の登録手続について

　マイクロチップを装着した犬に関して、飼い主様本人がイン

ターネット上にて手続きを行うことで、市役所に来庁すること

なく市への登録が完了します。

・マイクロチップを装着した犬の登録情報の変更について

　犬の飼い主や住所が変更になった場合、犬が死亡した場合の

手続きも、「環境省データベース」にて行っていただくようにな

り、来庁する必要がなくなります。

　飼い主が変更となった場合、新しい飼い主の方が全ての手続

きを行う必要があります。

環境省データベース：https://reg.mc.env.go.jp/

　「犬を飼い始めたが、来庁する必要があるのか分からない。」

「マイクロチップを装着したが、市の鑑札を紛失した。」など、ご

不明な点がありましたら、市民課環境室までご連絡ください。

　「パソコンやスマートフォンを持っておらず、紙ベースによる

申請をしたい。」「誤って使用できないメールアドレスで登録し

てしまった。」など、環境省データベースに関してご不明な点は、

日本獣医師会コールセンターへご連絡ください。

【問い合わせ先】市民課環境室　　　　　　　  ☎82-1214

　　　　　　　日本獣医師会コールセンター  ☎03-6384-5320

　このとき、市への登録手数料3,000円は発生しません。

※電子決済の場合”300円”、納付書やコンビニ決済の場合“1,000

　円”の手数料を環境省へ支払う必要があります。

　このようにして登録された犬に関してはマイクロチップが鑑

札の代わりとなり、登録番号はマイクロチップ識別番号と同じ

になります。

　既に登録をしている犬が新たにマイクロチップを装着した場

合、「環境省データベース」での手続き後に、市へ鑑札を返却する

必要があります。

マイクロチッ
プを装着した
犬を取得する。

環境省データ
ベースに情報
登録を行う。

市への登録申
請が完了した
とみなされる。

マイクロチッ
プを装着した
犬を譲り受け
る。

マイクロチッ
プを装着した
犬の所在地が
変わる。

環境省データ
ベースに変更
登録を行う。

市の登録デー
タも変更され
る。

特例制度に参加
していない市町
村へ転出した場
合、その市町村
の窓口で手続き
を行う。

鑑札により登
録済の犬にマ
イクロチップ
を装着する。

環境省データ
ベースに情報
登録を行う。

市へ鑑札を返
却する。
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文化財防火デーに伴う消防訓練をおこないました

全国統一防火標語　「火を消して　不安を消して　つなぐ未来」

『下ノ加江小学校及び
 幡陽小学校休校記念式典』のご案内

うまれてきてくれてうまれてきてくれて
ありがとうありがとう

うまれてきてくれて
ありがとう

松尾 松尾 次田 依采次田 依采さんさん
令和令和55年12月25日生まれ年12月25日生まれ

「大きくなったら、「大きくなったら、

にぃにと遊ぼうね」にぃにと遊ぼうね」

い　　とい　　と

浦尻 浦尻 池田 槙馬池田 槙馬さんさん
令和令和55年12月20日生まれ年12月20日生まれ

「明るく、元気に育ってね」「明るく、元気に育ってね」

てん　まてん　ま

松尾 次田 依采さん
令和5年12月25日生まれ

「大きくなったら、

にぃにと遊ぼうね」

い　　と

浦尻 池田 槙馬さん
令和5年12月20日生まれ

「明るく、元気に育ってね」

てん　ま

　文化財防火デーとは、昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことから定められ、毎年この日を中心

に、文化財を火災、震災その他の災害から守ることを目的に、全国で様々な訓練が実施されています。本市に

おきましても、令和6年1月30日、足摺岬の金剛福寺様、土佐清水市文化財保護審議会のご協力をいただき、市 

生涯学習課、消防本部合同で消防訓練をおこないました。今後も、土佐清水市の指定文化財等を火災などの災

害から守るために、火災予防対策を推進していきます。

　令和6年3月31日（日）をもって明治6年創立の下ノ加江小学

校が150年の歴史に、また、大正11年創立の幡陽小学校も102

年の歴史に幕を下ろすこととなりました。

　つきましては、下記の通り「休校記念式典」を催すこととな

り、所縁のある多くの皆様とともに、別れを惜しみたいと思い

ますので、ご家族、ご近所の方々にお声をかけていただき、ぜ

ひご出席ください。

※休校後は清水小学校に統合となります。

【問い合わせ先】教育委員会こども未来課�☎82-1116

式典：下ノ加江小学校休校記念式典

場所：下ノ加江小学校体育館

日時：令和6年3月23日（土）10時～

式典：幡陽小学校休校記念式典

場所：幡陽小学校体育館

日時：令和6年3月24日（日）10時～

（金剛福寺　消防訓練の様子） （水消火器の取扱い訓練）


